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新型コロナウイルス感染症対策にかかる申入れ  

 

 現在、新型コロナウイルス感染症への対策が、国の総力を挙げて講

じられている。しかしながら、令和 2 年 4 月 9 日に島根県内で初めて

の感染者が確認され、患者数は増加し、範囲が拡大している状況にあ

る。この状況を踏まえ、当市でも早急な対策が必要であると考え、 4

月 14 日に全員協議会を開催し、浜田市の対策について報告を求めた

ところである。  

 ついては、浜田市民の不安を払拭し、市民の安全・安心を守るため、

今後、重点的に取組むべき 6 項目について、下記のとおり申し入れ

る。  

記  

 

１  浜田市に感染者を出さない予防措置を講ずること  

市民に対し、感染予防のための手洗いやうがい、咳エチケットや

マスク着用、外出の自粛、「密閉した空間」・「密集した場所」・「密

接した場面」を避けること等の基本的な行動の徹底を繰り返し周知

すること。また、県外からの来訪自粛の呼びかけを積極的に行い、

感染症の発生防止と拡大抑制に努めること。  

 

 

 

 

 

 

 

 

【 具 体 的 内 容 】  

◎ 県 外 か ら の 来 訪 自 粛 の 呼 び か け  

   ・パ チ ン コ 店 等 の 遊 技 場 来 訪 者（ 福 岡 県 、山 口 県 、広 島 県 は 休 業 要 請 ） 

   ・ 渡 船 利 用 等 の 釣 り 客  

   ・ 田 植 え 等 の た め の 帰 省 者  

    ◎ マ ス ク の 優 先 配 布  

   ・ 医 療 機 関 、 福 祉 施 設 等 に 加 え 、 保 育 所 も 対 象 と す る  

    ◎ マ ス ク 着 用 の 徹 底  

   ・ 市 職 員 や 議 員 は 当 然 の こ と 、 市 民 へ の 着 用 を 徹 底 す る 必 要 あ り  

 



 

２  医療提供体制の支援強化を講ずること  

感 染 症 検 査 体 制 の 充 実 及 び 感 染 者 の 急 増 に よ る 医 療 崩 壊 を 防 止  

するため、感染症指定医療機関等と連携し、支援を強化すること。 

 

３  浜田市独自の経済支援及び予算措置を講ずること  

休業等で経営困難となる個人事業主や中小企業等の事業者、生活

資金をアルバイトで賄っている学生をはじめ、収入が減少した市民

の状況等、その現状把握に努めること。その上で、浜田市独自の有

効な経済支援及び予算措置を速やかに検討し、実施すること。  

なお、この経済支援を最優先事項として取扱い、予算の組替えを

はじめ、中期財政計画に掲げている主要事業の先送り等も視野に入

れて財源調整を行うこと。  

 

４  相談窓口体制の充実を図ること  

来庁者の負担軽減を図るため、ワンストップで対応ができる相談

窓口を設置すること。  

また、国の特別定額給付金（仮称）事業等について、迅速に周知

し、配付できる体制を確立すること。  

なお、わかりやすい相談窓口一覧表を作成する等、市民が混乱す

ることのないようにすること。  

 

５  スピード感ある分かりやすい情報提供を講ずること  

状況が刻々と変化する中、浜田市の決定事項や市民に把握してお

いてもらいたい情報をシンプルで分かりやすく、正確に伝え、市民

が安心できる市長メッセージを適時・適切に発信すること。  

また、市民の疑問に対するＱ＆Ａを作成する等、市民目線に立っ

た情報提供に努めること。なお、周知の際は、悪質商法や詐欺等の

注意喚起も同時に行い、市民の不安を払拭する情報発信に留意され

たい。  

あわせて、情報発信については、浜田市ホームページへの掲載、

防災無線放送、報道発表、ケーブルテレビ放送等、様々な手段を用

いて迅速に分かりやすく提供すること。  

 



 

６  庁舎内での予防対策を講ずること  

現在、本庁舎の総合窓口課等に、ビニールシートを付けて飛沫感

染防止の措置を講じている。窓口業務の安全確保を図るため、他の

窓口や支所の窓口への措置を同様に講じること。  

また、窓口職場に限定せず、全庁的な職員へのマスク着用等、予

防対策を徹底し、市職員が感染して住民サービスが停滞することの

ないよう措置を講ずること。  

なお、浜田市版ＢＣＰ（業務継続計画）を作成する等、適切な危

機管理対策を行うこと。  

 


